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          経 営 計 画 検 討 項 目 <イメージ> 

                                     （下線は条例による記載すべき事項） 
 

 
 

長期経営計画項目案
 

 
 

中期経営改善計画項目案
 

 
 

計画策定の趣旨
 

 
 

 
 

計画策定の趣旨
 

   

 
 

「経営の方針に関する事項」
 

■経過
 

■現状 
 

  ・営林地の状況
 

  ・公社経営状況（財政・組織）
 

  ・公社を取り巻く環境（政策・施策・林業その他）
 

■経営の課題 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■経営方針
 

 １．経営理念
 

 ２．経営の方向性
 

  ①「公益的機能の持続的発揮に配慮した効率的な   

森林整備の推進」
 

  ②「収益性の高い木材の生産と販売の推進」
 

    ③「健全な公社運営の確保」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■重点的取り組み
 

（１）公益的機能の持続的発揮に配慮した効率的な森 

林整備の推進
 

 ○採算性区分に基づく森林整備
 

 ○不採算林の対応
 

 ○長伐期化、保育・施設整備・森林改良事業
 

 ○分収育林事業
 

 
 

 ■「森林整備に関する事項」
 

 ○保育事業
 

 ○施設事業
 

  ○森林改良事業
 

 ○分収育林事業
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

（２）収益性の高い木材の生産と販売の推進
 

 ○生産・流通・販売
 

  ○伐採と集材
 

 ■「木材の生産および販売に関する事項」
 

  ○主伐計画
 

   ○販売計画
 

 
 

 
 

  ○分収割合の見直し
 

   ○森林資源の新たな価値の創出
 

 
 

 ■「財務状況の改善に関する事項」 
 

  ・土地所有者との交渉
 

  ・森林資源の新たな価値の創出
 

 
 

■「収支の見通しに関する事項」
 

 ・全経営期間内収支見直し
 

 
 

  ・５年間の収支見直し
 

  
 

 
 

■「組織体制に関する事項」
 

 ○公益法人改革への対応
 

 ○事務局体制・人材確保育成
 

 
 

 ■「組織体制の改善に関する事項」
 

  ○公益法人改革の対応
 

  ○事務局体制整備・人材確保育成
 

 
 

■｢その他健全な経営の確保に関し必要な事項｣
 

 ○財務運営
 

 ○資源管理（データ整備）
 

  ○森林経営計画の策定
 

  ○情報提供・発信、参画の促進
 

  ○計画の進行管理
 

  ○県支援要請・県との連携
 

 
 

 
 

 ■｢その他経営の改善に関し必要な事項｣
 

  ○コスト削減・受託事業
 

  ○会計基準
 

  ○森林経営計画の策定
 

  ○情報提供・発信、参画の促進
 

  ○計画の進行管理
 

 
 

 
 


